
令和５年度第２回 

朝霞市都市計画審議会 次第 
 

日時 令和５年８月１７日（木曜日） 

午後３時から５時（予定） 

場所 朝霞市役所 別館５階 大会議室（奥） 

 

１ 開 会  

 

２ 挨 拶  

 

３ 議 題（諮問事項）（予定） 

   議案第１号 朝霞都市計画生産緑地地区の変更について（朝霞市決定） 

    議案第２号 朝霞都市計画等の変更について（埼玉県決定） 

 

４ その他（報告事項）（予定） 

報告事項第１号 朝霞市都市計画マスタープランの策定について 

報告事項第２号 朝霞都市計画生産緑地地区の変更について 

報告事項第３号 国道２５４号バイパス沿道の活性化に向けた検討について 

報告事項第４号 内間木公園拡張整備等基本構想の策定について 

報告事項第５号 朝霞駅南口周辺地区道路交通安全対策について 

報告事項第６号 官民連携まちなか再生推進事業について 

報告事項第７号 ウォーカブル施策の推進について 

報告事項第８号 朝霞市マンション管理適正化推進計画（案）及び朝霞市空家等対策計画（案）

の策定について 

 

 

 

７ 閉 会 



議案第１号

朝霞都市計画生産緑地地区の変更について

（朝霞市決定）



面 積 備 考

約０．２４ha

約１．０６ha

約０．２０ha

約１．１３ha

約０．６０ha

約０．９５ha

〔位置及び区域は計画図表示のとおり〕
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朝霞都市計画生産緑地地区の変更（朝霞市決定）

１　都市計画生産緑地地区中第３２号生産緑地地区ほか５地区を次のように変更する。

名 称

第３２号生産緑地地区

第４５号生産緑地地区

第９４号生産緑地地区

第９９号生産緑地地区

第１０９号生産緑地地区

第２１４号生産緑地地区

２　都市計画生産緑地地区中第１２号、５２号、５５号、７０号、７５号、１５２号

生産緑地地区を廃止する。

理　由

　生産緑地法第１４条の規定に基づく行為制限の解除、公共施設等の設置により、都市計画

生産緑地地区を本案のとおり変更するものである。



【朝霞都市計画における位置等】

第１２号生産緑地地区：朝霞市西部

第３２号生産緑地地区：朝霞市西部

第４５号生産緑地地区：朝霞市南西部

第５２号生産緑地地区：朝霞市西部

第５５号生産緑地地区：朝霞市西部

第７０号生産緑地地区：朝霞市西部

第７５号生産緑地地区：朝霞市西部

第９４号生産緑地地区：朝霞市南西部

第９９号生産緑地地区：朝霞市南西部

第１０９号生産緑地地区：朝霞市南部

第１５２号生産緑地地区：朝霞市南東部

第２１４号生産緑地地区：朝霞市南東部

【変更の必要性】

第４５号、９４号、９９号、２１４号

：生産緑地法第１４条の規定に基づく行為制限の解除により、面積及び区域の変更が

　生じるため。

第３２号生産緑地地区：公共施設等の設置により、面積及び区域の変更が生じるため。

第１０９号生産緑地地区：公共施設等の設置により、区域のみの変更が生じるため。

第１２号、５２号、５５号、７０号、７５号、１５２号

：生産緑地法第１４条の規定に基づき行為制限が解除されたため。

【変更の内容】

第３２号、４５号、９４号、９９号、２１４号生産緑地地区：面積及び区域の変更

第１０９号生産緑地地区：区域のみの変更

第１２号、５２号、５５号、７０号、７５号、１５２号生産緑地地区：地区の廃止

理　由　書

本理由書は、都市計画法第１７条第１項の規定（第２１条第２項の規定におい

て準用する同法第１７条第１項の規定）に基づき、朝霞都市計画生産緑地地区の

変更についての理由を示したものです。
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